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○観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付要綱 

平成17年10月11日告示第64号 

改正 

平成22年２月２日告示第21号 

平成29年２月28日告示第35号 

令和２年９月18日告示第186号 

令和３年３月29日告示第48号 

令和７年３月31日告示第119号 

令和７年６月30日告示第218号 

観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条　この要綱は、商店街等活性化促進事業を行おうとする商店街団体に対して補助を

行う場合において、市がその経費の一部を負担することによって、市内商店街等の活性

化を図り地域小売商業の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条　この要綱において「商店街等」とは、小売業（サービス業を含む。）を営む店舗

が集積している地区で市が適当と認めるものをいう。 

２　この要綱において、「商店街団体」とは、次に掲げるものをいう。 

(１)　商店街振興組合及び商店街連合会 

(２)　商店街等を形成している任意の団体 

(３)　その他市長が適当と認める団体 

３　「商店街等活性化促進事業」（以下「促進事業」という。）とは、商店街団体が商店

街等の活性化を図るために実施する事業をいう。 

（交付の対象） 

第３条　市は、商店街団体が行おうとする促進事業に必要な経費であって、市長が必要か

つ適当と認めるものについて、予算の範囲内において補助金を交付する。ただし、補助

金については景品及び促進事業に従事しない商店街団体の構成員に係る交通費を対象と

しない。 
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（補助率等） 

第４条　商店街団体が行おうとする促進事業の事業名、事業概要、補助対象経費及び補助

金の額は、別表に掲げるとおりとする。 

（交付の申請） 

第５条　商店街団体は、促進事業の開始前までに、観音寺市商店街等活性化促進事業補助

金交付申請書（様式第１号）を市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第６条　市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、補助金を交付すべきもの

と認めたときは、観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付決定通知書（様式第２号）

により商店街団体に通知するものとする。 

（補助事業の内容又は経費の配分変更） 

第７条　商店街団体は、補助事業の内容又は経費の配分を変更しようとするときは、あら

かじめ観音寺市商店街等活性化促進事業補助金変更交付申請書（様式第３号）を市長に

提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限り

でない。 

（実績報告） 

第８条　商店街団体は、補助事業が完了したときは、速やかに観音寺市商店街等活性化促

進事業補助金に係る補助事業の実績報告書（様式第４号）を市長に提出しなければなら

ない。 

（補助金額の確定） 

第９条　市長は、前条により提出された補助事業の実績報告書を審査し、補助事業の成果

が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めたときは、観

音寺市商店街等活性化促進事業補助金に係る補助金確定通知書（様式第５号）により商

店街団体に通知するものとする。 

（補助金の精算払請求） 

第10条　商店街団体は、前条の通知を受けた後、補助金を受けようとするときは、観音寺

市商店街等活性化促進事業補助金請求書（様式第６号）を市長に提出しなければならな

い。 
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（交付決定の取消し） 

第11条　市長は、商店街団体が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定

の全部又は一部を取り消すことができる。 

(１)　この要綱に違反したとき。 

(２)　偽りその他不正の行為があったとき。 

(３)　補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に違反したとき。 

(４)　補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。 

２　前項の場合において、市長は既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部

の返還を命ずるものとする。 

（補助金の経理等） 

第12条　商店街団体は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類を

整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後５年間

保存しなければならない。 

（国又は県が補助金等を交付する事業の特例） 

第13条　国又は県が補助金等を交付する事業の補助率等については、第４条の規定にかか

わらず、当該国又は県の要綱等に基づくものとする。 

（その他） 

第14条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。 

附　則 

（施行期日） 

１　この要綱は、平成17年10月11日から施行する。 

（経過措置） 

２　この要綱の施行の日の前日までに、合併前の観音寺市商店街等活性化促進事業補助金

交付要綱（平成10年観音寺市制定）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、

この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。 

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に対する特例） 

３　第３条の規定にかかわらず、令和２年度において商店街団体が新型コロナウイルス感

染症の感染拡大防止のために行う感染拡大防止対策事業の実施に当たり補助金を交付す
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ることができる。この場合において、第４条、第５条、第６条、第８条及び第９条の規

定は適用せず、補助対象経費、補助限度額、補助率、申請期限その他の補助金の交付に

当たり必要な事項は、市長が別に定める。 

附　則（平成22年２月２日告示第21号） 

この要綱は、平成22年２月10日から施行する。 

附　則（平成29年２月28日告示第35号） 

この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

附　則（令和２年９月18日告示第186号） 

この要綱は、令和２年９月18日から施行する。 

附　則（令和３年３月29日告示第48号） 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附　則（令和７年３月31日告示第119号） 

（施行期日） 

１　この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２　改正後の観音寺市商店街等活性化促進事業補助金交付要綱の規定は、令和７年４月１

日以後に申請した補助金の交付について適用し、同日前に申請した補助金の交付につい

ては、なお従前の例による。 

附　則（令和７年６月30日告示第218号） 

この要綱は、令和７年６月30日から施行する。 

別表（第４条関係） 
 

事業名 事業概要 補助対象経費 補助金の額
 

集客

資源

活用

型事

業

街並整備

事業

集客資源を活用した地域商業

振興のための、計画に沿った街

並整備に係る共同施設の設置

や一定数以上の個別店舗を整

備する事業 

１　街路灯 

施設の整備に

必要な経費

補助対象経費の３分の２

以内の額（100円未満の端

数が生じたときは、これ

を切り捨てた額）とし、

50万円を上限とする。た

だし、商店街連合会が行
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２　共同広告塔及び案内板 

３　個別店舗の統一看板やテ

ント 

４　その他市長が適当と認め

る事業

う事業の場合は、250万円

を上限とする。

 

にぎわい

力向上事

業

集客資源を活用した地域商業

振興のための計画に添った、イ

ベント等の事業 

１　販売促進事業（朝市、サー

ビスデー等） 

２　消費者と密着した催しも

の 

３　共同宣伝事業 

４　その他市長が適当と認め

る事業

イベント等の

事業に係る経

費

 

情報対応型事

業

情報化に対応すべき機器・設備

の整備を図る事業 

１　商店街ファックスシステ

ム整備のための機器・設備 

２　商店街電子通信システム

（コンピューター）整備のた

めの機器・設備 

３　その他市長が適当と認め

る機器・設備

機器・設備の購

入及びリース

に必要な経費

（ソフトウェ

ア取得費を含

む。）

 

空き店舗活用

型事業

商店街団体自らが、空き店舗を

利用して実施する事業 

１　継続的に空き店舗を利用

店舗賃借料（補

助期間は、通算

12か月以内） 
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して、コミュニティー施設や

イベント等の実施に伴い整

備する事業

改装費

 

２　その他市長が適当と認め

る事業

その他事業に

必要な経費
 

商店街団体が、空き店舗を利用

することに対して助成する事

業 

１　空き店舗を借りる中小企

業者（以下「テナント」とい

う。）を誘致するため、テナ

ントの入店に際し店舗賃借

料を補助する事業 

２　その他市長が適当と認め

る事業

補助金額等（補

助期間は、通算

12か月以内） 

その他の経費
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様式第１号（第５条関係） 
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様式第２号（第６条関係） 
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様式第３号（第７条関係） 
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様式第４号（第８条関係） 
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様式第５号（第９条関係） 
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様式第６号（第10条関係） 


